
令和７年５月２３日 

 

ウォーカブルなまちづくりの活動 提案書 

活動名 回遊と滞留空間の分離による魅力あるまちづくり 

提案者名 秋葉原電気街振興会 

提案者の所在地 千代田区外神田3-1-13 倉田ビル ４Ｆ 

【下記事項について記載してください。】 

 

〇開催時期：９月（予定） 

〇活動場所：外神田３丁目 1-2-9 ラオックス秋葉原本店  ― 外神田３丁目 1-2-7  

オノデン間 区道 

〇目 的： 

秋葉原中央通り歩道通行者のスムースな通行（回遊性）と安全確保 及び歩道滞留者 

(観光バス乗降客、買い物客）へのくつろぎの空間（滞留性）の提供 

〇活動内容： 

大型店舗前の歩道では、日常的に大勢の買い物目的のインバウンド客が観光バスの乗降

や買い物のために滞留していることから、一般歩行者との錯綜が発生、まちの回遊の魅

力低下につながるとともに安心安全なまち歩きの弊害となっている。この度の活動（社

会実験）を通じこれら課題解決に向けての検証を行う。 

 

【開催までのスケジュールを記載してください。（企画の検討や周囲との合意形成等の準

備期間を踏まえて）】 

 

・５ 月 秋葉原ウォーカブルビジョンの共有と意見交換 

➡ 秋葉原タウンマネジメント株式会社による説明 

     実施プロジェクトの検討 

➡ 秋葉原電気街振興会 総務委員会 理事会 

➡ 主体となるラオックス本店、オノデンとの検討と合意  （以上 済） 

・６月末 関係機関（警察・千代田区）への相談 

➡ 警察：特定禁止区間における曜日及び時間帯の追加（車両通行規制）  

➡ 区：区道への簡易ベンチ（壁際）設置（道路占有許可） 

・７～８月 実験実施に向けた準備 

・９ 月 社会実験実施（予定） 

      ➡ 実施予定：９/８、15，22，29日 何れも月曜日の13:00～18:00 の４回  

・１０月以降 実験の評価と秋葉原地区での横展開に向けた検討実施 

➡ 秋葉原ウォーカブルエリアプラットフォームとの活動連携 

 



【今回の活動を行いたいと思った理由を記載してください。（地域の課題やそれに対する

解決策、まちに対する思い等を踏まえて）】 

 

〇現状の課題 

秋葉原地区は日本屈指のインバウンド等による観光と買い物のまちとして賑わうが、 

昨今、オーバーツーリズムの課題が顕在化しつつあり地域全体の課題となっている。 

  特に、月～土曜日の昼間体は区外から大型観光バスに乗った多くのインバウンド客が

来訪し、その乗降で一時的に歩道の通行が妨げられる、また買い物のバス待ちで多くの

買い物客が歩道に滞留することで通行者と錯綜し、時にトラブルとなる。 

〇解決策 

 一時的にバス待ちの買い物客（滞留）を歩道以外の場所に誘導することで、歩道におけ

る円滑な通行を確保するとともに、訪れたインバンドの皆様にもくつろげる滞留空間

（滞留場所：通行人と錯綜しない、簡易ベンチに腰掛けて過ごす など）を創出するこ

とで秋葉原来訪への満足度向上やリピーター化をはかる。 

 

（今回提案する活動の実施体制や役割分担、終始予定について記載してください。） 

 

〇実施体制・各主体や団体内の役割分担 

・実施主体：秋葉原電気街振興会 

・支援：秋葉原タウンマネジメント株式会社 

・協力：ラオックス本店、オノデン等 

 

〇収支予定 以下で３０万円程度を見込む 

・車両通行止めサインのレンタル 

・簡易ベンチ数セットのレンタル 

・喫煙禁止、ごみのポイ捨て禁止のサイン（中国語表記）の作成 

【今回の活動後、継続的な活動を検討されている場合はそちらも記載してください。】 

 

魅力あるまちづくりと商店街の安全安心を確保、継続するとともに、秋葉原ウォーカブル

実現に向け関係機関と連携し展開していく。 



【今回提案する活動のポイントを記載してください。】 

 

「居心地が良く歩きたくなるまちなか」実現に向けての実験及び検証と位置づけ活動を行

う。また活動を通じ、秋葉原を訪れる人（観光・買い物客）、事業や商いを営む人（店

舗・企業）また、普段、生活道路として利用する人（住民）のお互いにとりメリットがも

たらされることを目的に行う。 

本活動に採択された場合、実施するにあたって下記に同意していただく必要がございま

す。同意いただける場合は、各項目の□にチェックを付けてください。（同意いただけな

い場合は、採択いたしかねますのでご了承ください。） 

 

募集要項に記載の「３ 応募資格」および「４ 活動の要件」を満たしていること 

採択後に本活動の趣旨に明らかに適していないと区が判断した場合は、活動の支援を取

りやめる可能性があること 

今後のさらなるウォーカブルなまちづくりの推進に向けて、提案書や活動報告書等につ

いては千代田区のホームページ等にて公開するため、了承の上作成すること 

今回の活動を機に、その後の活動の支援を確約できるものではないこと 

※上記に加え、企画書や説明動画などの補足資料を添付していただいても構いません。 


